塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金交付要領

 (趣旨)
第1条　この要領は、訪問介護サービスの確保を図るため、楢川地区を訪問する訪問介護事業者(以下「事業者」という。)の事業に要する人件費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、塩尻市補助金等交付規則（昭和44年塩尻市規則第4号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)　利用者　楢川地区に住所を有する要介護・要支援認定者及び法第115条の45第1項第1号に規定する事業対象者
(2)　訪問介護　
ア　法第8条第2項に規定する訪問介護　
イ　塩尻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成29年塩尻市告示第9号）に規定する第１号訪問事業

 (補助対象事業等)
第3条　補助対象となるサービス提供は、当該年度4月から3月分のうち、市長が認めた期間におけるサービス提供分とする。

(補助金の額等)
第4条　補助金の額は、利用者の居宅への訪問回数に265円を乗じた額とする。

(交付の申請)
第5条　補助金の交付を受けようとする事業者は、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　事業計画書(様式第2号)
(2)　その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)
第6条　市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条　前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の通知を受けた後において、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更、中止又は廃止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、速やかに、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業に要する経費の10分の2未満の減額の変更をする場合を除く。
2　市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等を承認したときは、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金変更等承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

 (実施状況の報告)
第8条　交付決定者は、市長が指示したときは、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金実施状況報告書(様式第6号)により、補助事業の実施状況を報告するものとする。

(実績報告)
第9条　交付決定者は、事業終了後、速やかに塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　事業実績報告内訳書(様式第8号)
(2)　その他市長が必要と認める書類（レセプト等訪問回数が確認できる書類）

(補助金の額の確定)
第10　市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、審査を行い、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)
第11条　前条の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、塩尻市訪問介護サービス提供体制確保事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条　市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定者に求めることができる。ただし、自然災害等、交付決定者の責によらない事由により、事業継続が困難になった場合は、この限りでない。
(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)　この要領及び規則に従って補助事業が行われないとき。
(3)　補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

 (適用除外)
第13条　この要領の規定は、申請をする者の所在地が当該区域にある場合については、適用しない。

(補則)
第14条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
（この要領の失効）
この要領は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第４条の規定による申請をした者に係る補助金については、同日後もなおその効力を有する。



